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ど
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謹
ん
で
、新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

昨
年
の
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
、被
災
さ
れ
た
町
民
の
皆
様

に
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、不
幸
に

し
て
犠
牲
と
な
ら

れ
ま
し
た
方
々
に

謹
ん
で
哀
悼
の
意

を
表
し
、
ご
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、私
た
ち
議
員
は
、昨
年
の
延
期
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
統
一
地
方
選
挙
を
経
て
、新

た
に
十
二
人
の
議
員
で
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
、昨
年
十
一
月
の
改
選
後
の
初
議
会

に
お
き
ま
し
て
、議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
、

議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。身
の
引
き
締
ま

る
思
い
と
そ
の
責
務
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
大
震
災
に
よ
り
数
多
く
の
住
宅
、店
舗
、

水
産
加
工
工
場
等
が
流
失
、道
路
や
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
等
に
甚
大
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。本
町

で
も
復
興
計
画
が
策
定
さ
れ
、被
災
さ
れ
た
町

民
の
方
々
が
、元
の
生
活
を
一
日
で
も
早
く
取

り
戻
す
た
め
、復
興
の
道
を
一
歩
一
歩
着
実
に

歩
み
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、「
ふ
る
さ
と
女

川
」の
復
興
の
た
め
町
民
の
意
向
を
尊
重
し
、

町
当
局
と
と
も
に
若
者
が
夢
と
希
望
を
持
ち
、

町
民
の
目
線
で「
お
も
い
や
り
」と「
や
さ
し

さ
」を
基
に
、高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、全
力
を
傾
注
す

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、町
民
の
代
表
と
し
て
町
政
の
審

議
を
担
う
議
会
の
責
務
の
重
さ
を
再
認
識
し
、

議
員
一
丸
と
な
っ
て
町
民
福
祉
の
向
上
に
努

力
す
る
と
と
も
に
、議
会
の
活
性
化
に
取
り
組

み
、議
員
の
自
己
研
鑽
を
図
り
、資
質
の
向
上

に
努
め
、「
町
民
に
開
か
れ
た
信
頼
さ
れ
る
議

会
」を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。併
せ
て
本
年

も
引
き
続
き
議
会
・
住
民
懇
談
会
を
開
催
し
、

町
民
の
方
々
に
わ
か
り
や
す
く
、参
加
し
や
す

い
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
進
め
て
ま
い
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
か
本
年
も
、町
議
会
に
対
し
ま
し
て
、

な
お
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
し
て
、年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。

女　

川　

町　

長　

須
田　

善
明

　

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
謹
ん
で
皆
様
に
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
三
月
に
発
生
し
た
大
震
災
は
先
人
が

営
々
と
築
き
上
げ
て
き
た
私
達
の
故
郷
の
姿
と
普

段
の
日
常
を
奪
っ
て
い
き
ま
し
た
。改
め
て
犠
牲
に

な
ら
れ
ま
し
た
皆
様
に
哀
悼
の
意
を
表
し
、被
災

さ
れ
た
皆
様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。ま

た
今
日
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
心
温

ま
る
ご
支
援
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。改
め

て
感
謝
の
意
を
表

し
な
が
ら
、復
興
へ

向
か
う
思
い
を
町

民
皆
様
と
と
も
に

固
く
結
び
あ
い
た
く
存
じ
ま
す
。

　

本
年
は
ふ
る
さ
と
新
生
へ
本
格
的
に
歩
み
だ
す

大
変
重
要
な
年
で
す
。復
興
に
は
非
常
に
多
額
の

財
源
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、国
に
お
け
る
財
政

支
援
や
各
種
特
例
の
概
要
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
き
ま

し
た
。我
が
町
に
お
け
る
復
興
へ
向
け
た
最
重
要

課
題
は
新
た
な
住
居（
地
）の
確
保
と
産
業
再
生

で
す
が
、そ
の
土
台
と
な
る
土
地
利
用
計
画
の
原

案
を
十
二
月
の
町
議
会
や
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

等
で
提
示
し
ま
し
た
。明
け
て
の
一
月
よ
り
町
民

説
明
会
を
各
地
で
順
次
実
施
し
ま
す
。こ
の
復
興

は
我
が
町
に
と
っ
て
は�
新
た
に
女
川
を
作
り
上

げ
る
�作
業
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、未
来
志
向

で
の
復
興
事
業
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。今

を
生
き
る
私
達
の
生
活
の
再
建
を
通
じ
、そ
れ
が

将
来
世
代
に
繋
が
る
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。こ
れ
ま
で
の
女
川
の
良
さ
を
踏
襲
し
、国

の
支
援
を
最
大
限
か
つ
積
極
的
に
活
用
し
な
が
ら
、

未
来
に
繋
が
る
本
格
復
興
の
ス
タ
ー
ト
を
切
れ
る

よ
う
全
力
を
傾
注
し
て
い
き
ま
す
。併
せ
て
、復
興

財
源
の
多
く
は
国
費
、つ
ま
り
全
国
民
の
税
金
と

将
来
世
代
の
負
担
に
よ
る
も
の
、と
い
う
認
識
を

改
め
て
共
有
し
、だ
か
ら
こ
そ「
立
ち
上
が
る
の
は

他
の
誰
で
も
な
い
、私
達
町
民
一
人
ひ
と
り
な
の

だ
」と
い
う
強
い
気
概
を
私
達
自
身
が
持
た
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。情
報
と
意
識
の
共
有
を
図
り
、

ス
ピ
ー
ド
感
を
最
大
限
重
視
し
な
が
ら
町
民
一

丸
と
な
っ
た
復
興
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
臨
ん

で
い
き
ま
す
。町
民
皆
様
の
多
大
な
る
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

未
だ
ふ
る
さ
と
の
美
し
か
っ
た
姿
を
取
り
戻
す

に
は
至
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。一
方
で
、昨
年
比
の
三

割
な
が
ら
サ
ン
マ
を
は
じ
め
と
す
る
水
揚
げ
が
あ

り
ま
し
た
。海
原
に
は
徐
々
に
養
殖
い
か
だ
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。仮
設
コ
ン
テ
ナ
村
に
続
き
三

月
に
は
女
川
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
五
十
店
舗
の

仮
設
商
店
街
が
開
設
予
定
で
す
。一
歩
一
歩
、着

実
に
ふ
る
さ
と
新
生
へ
の
歩
み
は
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。そ
れ
を
為
し
て
き
た
の
は
町
民
と
女
川
を
愛

す
る
人
々
の
強
い
思
い
と
絆
で
す
。そ
れ
こ
そ
が
ふ

る
さ
と
女
川
の
力
だ
、と
私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。

官
民
の
力
を
合
わ
せ
、私
達
は
必
ず
こ
の
困
難
を

乗
り
越
え
、ふ
る
さ
と
新
生
を
果
た
す
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
希
望
あ
る
未
来
へ
向
け
た
力
強
い
本

年
と
な
り
ま
す
よ
う
、改
め
て
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、年
頭
の
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

女
川
町
復
興
計
画
基
本
目
標
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申
告
が
必
要
な
方

　

町
県
民
税
は
、
前
年
の
所
得

（
平
成　

年
１
月
１
日
か
ら
平

２３

成　

年　

月　

日
ま
で
の
所

２３

１２

３１

得
）
を
も
と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

申
告
が
必
要
な
方
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

【
該
当
用
件
】

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２４

女
川
町
に
住
所
が
あ
っ
て
、

平
成　

年
中
に
所
得
が
あ
っ

２３

た
方

② 
女
川
町
に
事
務
所
・
事
業
所

ま
た
は
家
屋
敷
の
い
ず
れ
か

が
あ
り
、
町
外
に
住
所
の
あ

る
方

③ 
給
与
所
得
者
で
、
雑
損
控
除

（
平
成　

年
中
に
災
害
や
盗

２３

難
に
あ
っ
た
方
）
や
医
療
費

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

④
給
与
所
得
者
で
、
平
成　

年
２３

中
に
退
職
し
、
再
就
職
し
て

い
な
い
方

申
告
を
必
要
と
し
な
い
方

①
平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確

２３

定
申
告
書
を
税
務
署
へ
提
出

し
た
方
、
も
し
く
は
こ
れ
か

ら
提
出
し
よ
う
と
す
る
方

② 
平
成　

年
中
の
年
間
所
得

２３

が
給
与
所
得
だ
け
で
、
給
与

支
払
者
か
ら
町
長
あ
て
に
給

与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た

方
で
、
年
末
調
整
を
済
ま
さ

れ
た
方

③ 
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
遺

族
恩
給
、
失
業
保
険
だ
け
の

方
（
た
だ
し
、
電
話
等
で
年

金
な
ど
の
種
類
を
具
体
的
に

報
告
願
い
ま
す
。）

申
告
に
持
参
す
る
も
の

　

次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、申

告
受
付
会
場
に
来
場
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
書
類
】

①
給
与
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収

票
（
な
い
方
は
給
与
支
払
者

の
証
明
書
）
ま
た
は
精
算
証

明
書

② 
営
業
、
そ
の
他
事
業
所
得
者

は
、
収
入
お
よ
び
経
費
に
関

す
る
帳
簿

③ 
印
鑑
お
よ
び
預
金
通
帳

※
な
お
、
雑
損
、
医
療
費
、
生

命
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険

料
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
方

は
、
領
収
書
、
証
明
書
ま
た

は
支
払
い
を
証
明
す
る
文
書

な
ど
を
ご
持
参
願
い
ま
す
。

申
告
に
つ
い
て
の
注
意
事
項

①
申
告
期
間
中
は
、
各
会
場
と

も
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
指
定

の
日
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

② 
税
務
署
か
ら
ご
案
内
の
あ

る
方
は
、
税
務
署
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

③ 
申
告
の
必
要
が
あ
る
の
に

こ
れ
を
怠
り
ま
す
と
、
公
営

住
宅
、
融
資
、
保
育
所
な
ど

に
必
要
な
所
得
証
明
書
や
非

課
税
証
明
書
等
を
発
行
で
き

な
い
な
ど
、
み
な
さ
ん
自
身

に
と
っ
て
不
利
益
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
願
い
ま
す
。

償
却
資
産
申
告
お
よ
び 

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
毎
年

１
月
１
日
現
在
所
有
す
る
資
産

に
つ
い
て
、そ
の
所
在
地
、種
類
、

数
量
、取
得
年
月
日
、取
得
価
格
、

耐
用
年
数
、そ
の
他
償
却
資
産

課
税
台
帳
の
登
録
及
び
価
格
の

決
定
に
必
要
な
事
項
を
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
滅
失
ま
た
は
損
壊
し
た
償
却

資
産
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取

得
ま
た
は
改
良
し
た
償
却
資
産

に
対
し
て
は
、
課
税
標
準
の
特

例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
申
告
書
と
併
せ

て
「
代
替
資
産
対
照
表
」
等
の

関
係
資
料
を
添
え
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
の
申
告
や
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
期
限
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

▽
償
却
資
産
の
申
告
…

　

１
月　

日（
火
）ま
で

３１

▽
給
与
支
払
報
告
書
…

　

１
月　

日（
火
）ま
で

３１

※
で
き
る
限
り
、
早
め
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

申告の準備はお早めに！
　町では、平成 24年度（平成 23年分）の町県民税の申告受付を平成 24年 2月 14 日（火）から

3月 15 日（木）までの日程で、各地区会場（別表）を巡回し、実施いたします。みなさんの地区日

程に合わせて申告を行ってください。

　申告が始まると受付窓口は大変混雑します。特に営業等を営んでいる方は、あらかじめ申告

に必要な収入や経費などを調べ、帳簿の整理をお願いします。

　なお、申告に係るくわしいことや不明な点がありましたら、お気軽に役場税務課（� 54 －

3131 内線 141・145）へお問い合わせください。

町県民税の申告受付は

2月14日(火)～
3月15日(木)

【問合せ先：税務課� 54 － 3131

　内線 141・145】

まもなく平成24年度平成24年度（平成23年分）（平成23年分）町県民税の申告町県民税の申告
がはじまります。
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平成24年度（平成23年分） 町県民税申告受付日程表

※本年度、各地区を巡回しての申告受付は、当該施設の設備上の関係で上記のようになりましたのでご了承願います。

備　考会　場時　間地 区 名 等曜日受　付

旭が丘集会所

９：00～16：00大沢、浦宿一、浦宿二、浦宿
三、針浜、旭が丘
次の応急仮設住宅（女川第
一小学校グラウンド、旭が丘
北側・南側・ゲートボール
場・一丁目地区、針浜地区）

火２月 14日

夜間受付あり９：00～19：00水　　15日

9：00～ 16：00木　　16日

9：00～ 16：00金　　17日

石巻バイパス
用 地 集 会 所
（20号棟付近）

9：00～ 16：00次の応急仮設住宅（石巻
バイパス用地、石巻市蟹
田地区、石巻市内田地区）

月　　20日

9：00～ 16：00火　　21日

石巻バイパス用地集
会所（8号棟付近）

9：00 ～ 16：00次の応急仮設住宅（石巻
バイパス用地）

木　　23日

9：00～ 16：00金　　24日

2月14日から24日までの地区指定日に申告ができなかった方は、下記日程のとおり旧行政
区の区分で申告を受付します。

女川町役場
（仮設庁舎）
１階会議室

9：00～ 16：00
桐ヶ崎、竹浦、尾浦、
御前、指ヶ浜

火　　28日

9：00～ 16：00
高白、横浦、大石原、
野々浜、飯子浜、塚浜、
小屋取

水　　29日

9：00～ 16：00
出島、寺間（江島の方も
可）

木3月 1日

9：00～ 16：00
江島（出島、寺間の方も
可）、女川一、女川二

金　　2日

9：00～ 16：00
小乗、西一、西二、大原
全区

月　　5日

9：00～ 16：00上全区、黄金、南火　　6日

9：00～ 16：00清水全区火　　7日

9：00～ 16：00宮ヶ崎、石浜全区水　　8日

夜間受付あり9：00 ～ 19：00

まだ申告が済んでいない
方

金　　9日

夜間受付あり9：00 ～ 19：00土　　10日

9：00～ 16：00日　　11日

9：00～ 16：00月　　12日

9：00～ 16：00火　　13日

9：00～ 16：00水　　14日

9：00～ 16：00木　　15日

　町では、平成 24年度の一般競争入札及び指名競争入札の参加資格（補充登録）申請を次の

とおり受け付けます。
　　　　　

　　　受付期間　　　平成 24年 2月 1日～ 2月 29日まで

　　　登録期間　　　平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日

　　　申請方法　　　郵送または宅配便のみ

　　　送 付 先　　　〒 986-2261　宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原 316

　　　　　　　　　　　　　　　　　女川町役場 総務課 管財係　� 54－ 3131（内線 216）

※各申請様式は、ホームページからダウンロードするか、総務課窓口で用意しています。

平成 24年度
入札参加資格登録申請書の補充登録のお知らせ
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震災に関する各種支援制度の手続きはお済みですか？

①被災者生活再建支援金について
　半壊や大規模半壊のり災判定を受けた世帯、敷地に被害を受けやむを得ず解体した世帯について
も「全壊」として取り扱うことができ、申請が可能となります。
※「全壊」として取り扱うのは、被災者生活再建支援制度のみとなっており、義援金などについて
は、り災区分での支給となりますのでご了承ください。

１．被災者生活再建支援制度の内容
　平成 23年東日本大震災により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災
世帯）に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。申請書は、女川町での受付後、宮城県を
経由して、本制度の実施機関である「被災者生活再建支援法人」に送付され、同法人において申請書の内
容の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
　住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の
２つの支援金が支給されます。

２．対象となる被災世帯
　女川町内に居住の世帯で震災により、次に該当した場合
（１）住宅が全壊した世帯　　（２）住宅が「大規模半壊」した世帯　
（３）住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（必ず解

体する前にご相談ください）

３．支援金の支給額
　支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。
　　　Ａ　住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
　　　　　申請期限：平成 25年 4月 10日まで
　　　　　　　　　　（災害のあった日から 25ヶ月の間）　※ 1年間延長されました
　　　Ｂ　住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
　　　　　申請期限：平成 26年 4月 10日まで（災害のあった日から 37ヶ月の間）
■　世帯の構成員が２人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：万円）

■　世帯の構成員が１人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：万円）

　　　

４．申請に必要なもの（全ての書類をそろえてから申請を行ってください。）（申請者は被災世帯の「世帯
主」となります。）

Ａ　基礎支援金　
・全ての世帯　①り災証明書　②住民票または外国人登録原票記載事項証明書（世帯員全員のもの）
　③世帯主の預金通帳の写し　④印鑑　⑤本人確認ができるもの（運転免許証、本人確認証など）
・住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯（①～⑤に加えて）
　⑥滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書
・敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（①～⑤に加えて）
　⑥滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書　⑦敷地被害を証明する書類（敷地
の修復工事の契約書等の写しなど）

Ｂ　加算支援金　
・全ての世帯　⑧住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
　※その他、町長が必要と認める書類を求めることがあります。

Ａ＋Ｂ合計Ｂ加算支援金住宅の再建方法Ａ基礎支援金区　　分
３００２００建設・購入

１００全 壊 世 帯 ２００１００補　　　修
１５０　５０賃　　　借
２５０２００建設・購入

　５０大規模半壊世帯 １５０１００補　　　修
１００　５０賃　　　借

Ａ＋Ｂ合計Ｂ加算支援金住宅の再建方法Ａ基礎支援金区　　分
２２５１５０建設・購入

　７５全 壊 世 帯 １５０　７５補　　　修
１１２．５３７．５賃　　　借
１８７．５１５０建設・購入

３７．５大規模半壊世帯 １１２．５　７５補　　　修
　７５３７．５賃　　　借

　被災者に対する各種支援制度があります。もう一度制度内容を確認していただき、まだ手

続きがお済みでない方は、お早目に手続きを行ってください。

※住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、
そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を
解体した場合には、「全壊」と同様の扱いを行います。

※加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。
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②東日本大震災に係る義援金について

１．義援金受付団体分（日赤等）の配分割合について
　地震又は津波により被害を受けた方に下記のとおり配分します。

２．宮城県災害対策本部の配分割合について
　地震又は津波により被害を受けた方に下記のとおり配分します。

３．女川町災害義援金配分委員会で決定された配分割合について
　地震又は津波により被害を受けた方に下記のとおり配分します。

４．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行ってください）
　（人的被害）　東日本大震災により死亡した者及び行方不明者の遺族等が申請します。（死亡・行方

不明者以外の支給対象者は問い合わせください。）
申請に必要なもの：り災証明書、死亡診断書（検案書）等の写し、印鑑、申請者の預金通帳の
写し、本人確認ができるもの（運転免許証、本人確認書等）、戸籍謄本（申請者と死亡した方等
との関係が分かるもの）

　（住家被害）　り災証明書の被害の判定により被災世帯の「世帯主」が申請します。
申請に必要なもの：り災証明書、印鑑、世帯主の預金通帳の写し、本人確認ができるもの（運
転免許証、本人確認書等）

　※その他町長が必要と認める書類を求めることがあります。 

５．人的被害の申請の範囲及び順位

６．住家被害の申請者　住家の被害を受けた世帯の世帯主

７．支給対象者がいない場合

（人的被害）
ア　左図の範囲の遺族がいない場合、死亡者及び行方不明者の
法定相続人に支給することとする。（例えば兄弟姉妹等）
イ　上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支
給することとする。（親族とは６親等以内の血族及び３親等以
内の姻族）

（住家被害）
ア　直系の遺族がいない場合には、死亡した世帯主の法定相続
人に支給することとする。（例えば兄弟姉妹等）
イ　上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支
給することとする。（親族とは６親等以内の血族及び３親等以
内の姻族）

合計金額第二次配分第一次配分支 給 対 象被　害
850,000 円500,000 円350,000 円死亡・行方不明者（１人当たり）人的被害
850,000 円500,000 円350,000 円全壊（１戸当たり）

住家被害 650,000 円470,000 円180,000 円大規模半壊（１戸当たり）
450,000 円270,000 円180,000 円半壊（大規模半壊を除く）（１戸当たり）

合計金額第二次配分第一次配分支 給 対 象被　害
150,000 円－150,000 円死亡・行方不明者（１人当たり）

人的被害

100,000 円－100,000 円災害障害見舞金対象者（１人当たり）
500,000 円－500,000 円災害孤児（１人当たり）

200,000 円200,000 円－
母子・父子世帯
配偶者のない女子（または男子）が
児童を扶養している世帯

100,000 円100,000 円－
高齢者・障害者施設入所者等
大規模半壊以上の被害を受けた高齢
者及び障害者施設に入所している者

150,000 円50,000 円100,000 円全壊（１戸当たり）
住家被害 100,000 円30,000 円70,000 円大規模半壊（１戸当たり）

50,000 円30,000 円20,000 円半壊（大規模半壊を除く）（１戸当たり）

（児童とは、平成 4年 4月 2日から平成 23年 3月 11日までに生まれた者）

合計金額支 給 対 象被　害
70,000 円死亡・行方不明者（１人当たり）

人的被害 10,000 円災害孤児（１人当たり）
10,000 円母子・父子世帯

70,000 円全壊（１戸当たり）

住家被害 50,000 円大規模半壊（１戸当たり）

20,000 円半壊（大規模半壊を除く）（１戸当たり）

（児童とは、平成 4年 4月 2日から平成 23年 3月 11日までに生まれた者）

※行方不明者については、震災後３ヶ月間その生死がわからないため、東日本大震災によって死亡したものと推定される方
※全壊、大規模半壊、半壊については、り災証明書の被害判定による。

対　　　象　　　者順位

配偶者

死亡者により生

計を主として維

持していた遺族

１

子２

父　母３

孫４

祖父母５

配偶者

上記以外

６

子７

父　母８

孫９

祖父母10
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③災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の貸付について

Ⅰ．災害弔慰金について
　１．災害弔慰金とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．申請の範囲及び順位
震災を起因として、亡くなられた遺族に対し、弔慰金を支給するも
のです。

　２．支給対象者と支給額
（１）支給対象者　災害により死亡した者及び行方不明者の遺族
（２）支給額

受給される遺族の世帯の生計維持者であった場合
　　　　　　　５００万円
その他の場合　２５０万円

３．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行ってくださ
い。）

①り災証明書　②死亡診断書（検案書）等の写し
③支給対象者の預金通帳の写し　
④戸籍謄本（支給対象者と死亡した方等との関係が分かるもの）
⑤本人確認できるもの（運転免許証、本人確認書など）　⑥印鑑
※　その他町長が必要と認める書類を求めることがあります。
Ⅱ．災害障害見舞金について
　１．災害障害見舞金とは
　　震災を起因として、下記のような重度の障害を受けた方に、見舞金を支給するものです。
　２．対象となる障害の程度

１．両眼が失明した方　２．租借（そしゃく）及び言語の機能を廃した方
３．神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
４．胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
５．両上肢をひじ関節以上で失った方　　６．両上肢の用を全廃した方
７．両下肢をひざ関節以上で失った方　　８．両下肢の用を全廃した方
９．精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度
　が前各号と同程度以上と認められる方

　３．支給額　世帯の生計維持者の場合　２５０万円　　その他の場合　１２５万円
　４．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行ってください）
　　①医師の診断書　②支給対象者の預金通帳の写し　③印鑑
Ⅲ．災害援護資金の貸付について
　１．災害援護資金貸付制度とは
　災害弔慰金の支給等に関する法律により、震災で世帯主が全治１か月以上の重傷を負ったときや
住居・家財に大きな被害を受けた場合において、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けら
れる制度です。申請者は、世帯主となります。

　２．以下の損害及び程度のいずれかに相当する世帯

　３．所得制限

　４．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行ってください。）
①災害援護資金借入申込書　②医師の診断書（世帯主が１ヶ月以上の負傷をした場合）
③り災証明書　④所得証明書若しくは非課税証明書（世帯員全員分）　⑤資産証明書
⑥町税の納税証明書　⑦住民票謄本（世帯員全員の記載のあるもの）　
⑧印鑑（印鑑登録をしている印）
※連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の④・⑤・⑥の証明書も必要になります。

住居の全体が滅
失・流失の場合

住宅が全壊の
場 合

住宅が半壊 ･ 大
規模半壊の場合

家財のおおむね
1/3 以上が損害
を受けた場合

家財及び住居に
損害のない場合

障害の種類・程度及び
貸 付 限 度 額

３５０万円
３５０万円

（３５０万円）
２７０万円

（３５０万円）
２５０万円１５０万円

世帯主が負傷し療養期間が
おおむね１ヶ月以上の場合

３５０万円
２５０万円

（３５０万円）
１７０万円

（２５０万円）
１５０万円－

世帯主におおむね１ヶ月以
上の負傷がない場合

対　　　象　　　者順位

配偶者

死亡者により生
計を主として維
持していた遺族

１

子２

父　母３

孫４

祖父母５

配偶者

上記以外

６

子７

父　母８

孫９

祖父母10

兄弟姉妹

死亡された方の
死亡当時、その
方と同居または
生計を同じくし
ていた遺族

11・12

被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、（　）内の金額となります。

住居全体が滅失・流失
した場合は、世帯人
数にかかわらず、
1,270 万円

５人以上４人３人２人１人世帯人数

１人増すごとに
７３０万円に３０万
円を加えた額

730 万円620 万円430 万円220 万円総所得額

り災証明書の発行について
　現在、り災証明書の再発行業務を行っております。なお、り災証明書の発行が必要な方で家屋被害調
査の依頼をしていない方は、役場税務課（� 54-3131　内線 144）に１月末までお問い合わせください。
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民生児童委員の担当区域が決まりました
　民生児童委員は、震災後の活動担当区域が割振りできない状態が続いていましたが、今回新たに

担当区域が決定しました。地域の身近な相談相手として活動させていただきますので、よろしくお

願いします。

　なお、主任児童委員の２名は引き続き女川町内全域を担当します。

備　考決定担当者担　当　区　域備　考決定担当者担　当　区　域

新田地区含む三浦　弘善
新 田 仮 設 住 宅阿部　邦雄大 沢 区

福 祉 仮 設 住 宅木村　義子浦 宿 １ 区

木村　征一
小 乗 仮 設 住 宅三宅　仁子浦 宿 ２ 区

高 白 仮 設 住 宅木村　稔雄浦 宿 ３ 区

石森　昌義

横浦北仮設住宅木村　義子針 浜 区

大石原仮設住宅木村　稔雄針 浜 仮 設 住 宅

野々浜仮設住宅１丁目仮設含む佐藤　京子
旭 が 丘 区

飯子浜仮設住宅赤間　　勝

塚 浜 仮 設 住 宅

遠藤　悦子

旭が丘北仮設住宅

小屋取仮設住宅旭が丘南仮設住宅

小 屋 取 区旭が丘仮設住宅

柳澤　清孝
宮 ヶ 崎 区１小学校仮設住宅

宮ヶ崎仮設住宅簡野　良子上 ３ 区

遠藤　悦子石 浜 西 ・ 東 区堀米　悦郎上 ４ 区

鈴木　誠喜

鈴木　　實

桐ヶ崎仮設住宅阿部　厚子上 ５ 区

尾 浦 区木村　睦男西 ２ 区

３ 小 仮 設 住 宅地域福祉Ｃ
平塚　征子

福 祉 仮 設 住 宅

御 前 区女 川 １ 区

指ヶ浜仮設住宅平塚　征子
多目的仮設住宅

仮設含む土井　賢亮
出 島 区平塚　冨貴

寺 間 区三浦　知代
野球場仮設住宅

橋野　昌義江 島 区柳澤　清孝

阿部ひろ子

土井　賢亮

木村佳代子

石 巻 バ イ パ ス

仮 設 住 宅阿部　純也

清 水 １ 区

清 水 ２ 区

清 水 ３ 区

蟹田・内田仮設住宅清 水 仮 設 住 宅

　町では、津波で流出した写真や記念品を陸上競技場内で管理・展示してきました。特に写
真は約 10万枚が保管されていて、自分や家族の写真を探すだけでも一苦労。『もっと簡単に
探せたら…』という声に応え、このたび（株）リコー様の全面支援を受けて、写真を簡単なパ
ソコン操作で探せる『女川町写真センター』として、1月 10日（火）からリニューアルオー
プンします。失くしてしまった思い出の品を、ぜひ見つけてください。

開所日時　　毎週 火・木・日曜日　　午前９時～午後４時
場　　所　　女川町陸上競技場 男子更衣室（総合運動場内）
利用案内　　①パソコンが使えない方でも簡単に探せます。（操作案内もします）
　　　　　　②所有者には写真原本のほか、デジタル化したデータもお渡しできます。
　　　　　　③人員配置の都合上、開所日以外の利用はご遠慮ください。

あなたの思い出を探してみませんか？ 女川町写真センターをオープン！
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女川町地域医療センター 

復興市街地の核となるエリア 

総合運動場 

国道398号 

宮ケ崎高台住宅地 
（先行着工） 

女川町地域医療センター 

宮ケ崎高台住宅地 
（先行着工） 

 

《原案の現時点での考え方》 

　東日本大震災により壊滅的な被害を受けた本町においては、今回の地震・

津波の教訓をふまえ、災害から生命を守り、安心・安全で住みよい港町づく

りを町民と一体となり協働して推進してまいります。 

　中心市街地の中心部に中枢的機能を集約し、復興市街地の核を形成するこ

とを目指します。各市街地を結びつける国道398号などの道路を整備し、市

街地形成の軸と災害に強い交通軸を位置づけます。 

　今後も発生が予想される津波に対して、町民の生命と住宅を守ることを基

本方針とし、住宅地は安全な高台に配置し、商業施設、水産加工施設は集約

し整備を図ります。 

　本案に対するご意見を女川町役場復興対策室にお寄せください。 

（0225－54－3131　 内線231、234） 

注：この計画図はイメージです。 



－ 9－

女川町地域医療センター 

復興市街地の核となるエリア 

総合運動場 

国道398号 

宮ケ崎高台住宅地 
（先行着工） 

復興市街地の核となるエリア 

総合運動場 

国道398号 

女川町中心市街地復興構想【原案】 
（2011年12月8日現在） 

　このたび女川町では、町中心部の復興

計画の原案を作成しました。今後、町民

皆さまのご意見を伺って計画を見直し、

完成させていきます。 

　１月半ばから開催する説明会にて具体

的な内容についてご説明させていただき

ますので、町民皆さま多数のご参加をよ

ろしくお願いします。 
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年末年始は12/29～1/3まで休診となります。 

女川町地域医療センターからのお知らせ

外来診療科・診療日

診療受付時間

 午前８：３０

　 ～１１：３０

 午後１：３０

　 ～４：００

≪総合診療外来≫内科、外科、整形外科、小児科 その他科を問わずご相談ください。

�急患については 24時間対応しております。まずはお電話ください。【電話 53-5511】

� 11 月より［眼科］、［皮膚科］の診療を再開しています。

皮膚科眼　科小児科心療内科総合診療外来

午前午後午前午後午後午前

－－－－●●月

－－－●●●火

－－●－－●水

－●－－●●木

●－－－●●金

－－－－－●土

新
年
を
迎
え
て

　

女
川
町
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
「
輝
望
の
丘
」 

　

セ
ン
タ
ー
長　

齋

藤　

充

　

二
〇
一
一
年
は
誰
も
が
生
涯
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
な

い
一
年
で
し
た
。
新
た
な
年
を
迎
え
、
震
災
や
震
災
に
関

連
し
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
御
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と

と
も
に
、
二
〇
一
二
年
は
皆
様
が
明
る
い
笑
顔
で
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
一
年
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　

旧
女
川
町
立
病
院
も
一
階
部
分
ま
で
が
津
波
の
被
害
に

あ
い
、
貴
重
な
カ
ル
テ
が
流
失
し
、
薬
や
検
査
機
器
が
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
水
道
も
電
気
も
な

く
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
な
い
中
で
「
何
と
か
こ
こ
で
踏

み
と
ど
ま
っ
て
町
民
の
希
望
の
光
に
な
ろ
う
」
と
二
階
セ

ン
タ
ー
ア
ト
リ
ウ
ム
で
の
救
護
所
か
ら
始
め
、
そ
の
後
全

国
か
ら
の
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
二
階
仮
設
診
療
所

で
の
診
療
を
開
始
。
少
し
ず
つ
改
修
工
事
を
す
す
め
、
十

一
月
か
ら
一
階
で
の
外
来
診
療
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
・
Ｃ
Ｔ
等

の
検
査
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

震
災
以
前
、
医
師
不
足
に
端
を
発
し
た
経
営
難
か
ら
、

病
床
を　

床
に
減
ら
し
診
療
所
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
こ

19

れ
ま
で
の
専
門
医
中
心
の
医
療
か
ら
総
合
医
・
家
庭
医
を

中
心
に
「
町
民
の
か
か
り
つ
け
医
」
と
し
て
の
医
療
を
提

供
す
る
と
と
も
に
「
在
宅
医
療
」
に
も
重
点
を
置
き
、
ま

た
、
高
齢
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
要
介
護
者
の
受
け
皿
と

し
て
老
人
保
健
施
設
を
増
床
す
る
計
画
で
し
た
。

　

震
災
に
よ
り
公
益
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協
会
に
よ

る
民
営
化
は
半
年
先
送
り
さ
れ
ま
し
た
が
、
診
療
所
化
を

半
年
早
め
、
名
称
も
「
女
川
町
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
」
と

変
更
し
ま
し
た
。
本
年
四
月
に
は
老
人
保
健
施
設
が
１
０

０
床
に
増
床
さ
れ
る
予
定
で
、
現
在
改
修
工
事
を
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

震
災
で
、
女
川
町
の
医
療
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
ま
し

た
。
町
内
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
や
薬
局
が
被
災
し
、
出
島
、
江

島
の
診
療
所
も
閉
鎖
さ
れ
、
我
々
の
施
設
が
唯
一
の
医
療

機
関
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
町
民
の
た
め

の
医
療
機
関
に
な
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
責
任
を
感
じ
て

い
ま
す
。
ま
た
町
民
の
多
く
が
仮
設
住
宅
で
の
不
安
で
不

自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
町
外
の
仮
設
住
宅
で
生

活
さ
れ
る
方
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
今
後
は
、
町

民
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
ケ
ア
を
行
い
、
仮
設
住
宅
や
離

島
へ
も
我
々
の
方
か
ら
積
極
的
に
出
向
い
て
行
こ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

「
女
川
町
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
」の
愛
称
を
皆
様
に
募
集

し
た
と
こ
ろ
「
輝
望
の
丘
（
き
ぼ
う
の
お
か
）」
に
決
ま
り

ま
し
た
。「
女
川
の
輝・
く
自
然
（
海
、
山
、
あ
さ
ひ
）
を
望・

む
場
所
で
、
町
民
の
輝
く
命
や
健
康
を
見
守
っ
て
欲
し

い
」
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

震
災
後
「
医
療
は
水
や
電
気
や
ガ
ス
と
同
じ
よ
う
に
町

民
の
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
」
と
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
女
川
町
の
復

興
に
向
け
て
、
町

民
の
皆
様
が
安
心

し
て
生
活
を
再
建

し
暮
ら
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
よ

う
「
い
つ
で
も
、

何
で
も
」
皆
様
の

相
談
に
の
り
、
皆

様
に
愛
さ
れ
る
施

設
を
目
指
し
て
ま

い
り
ま
す
。

女川町地域医療センター　輝望の丘

（写真：12月 1日の日の出）
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◎１２月の測定結果 

（３）測定結果 単位：μ sv/h

これまでの測定値の範囲
高さ測　定　場　所

１１月１０月７～９月
0.07 ～ 0.090.07 ～ 0.080.07 ～ 0.10１ｍ

１ 仮設役場庁舎付近
0.07 ～ 0.090.07 ～ 0.080.07 ～ 0.100.5 ｍ
0.10 ～ 0.130.10 ～ 0.120.11 ～ 0.14１ｍ

２ 第二小学校校庭
0.11 ～ 0.130.11 ～ 0.120.11 ～ 0.140.5 ｍ
0.11 ～ 0.120.11 ～ 0.120.11 ～ 0.14１ｍ

３ 第一中学校校庭
0.120.11 ～ 0.120.11 ～ 0.140.5 ｍ
0.090.08 ～ 0.09１ｍ

４ 第一保育所（所庭・砂場） 0.09 ～ 0.100.08 ～ 0.090.5 ｍ
0.05 ～ 0.060.06砂場 5cm
0.120.11 ～ 0.130.12 ～ 0.14１ｍ

５ 第四保育所（所庭・砂場） 0.12 ～ 0.130.12 ～ 0.140.12 ～ 0.140.5 ｍ
0.060.05 ～ 0.060.05 ～ 0.07砂場 5cm

0.06 ～ 0.080.07 ～ 0.090.07 ～ 0.08１ｍ
６ 第二多目的運動場

0.07 ～ 0.080.07 ～ 0.090.07 ～ 0.100.5 ｍ

１６日１５日１４日１３日１２日9日8日7日6日5日2日1日学 校 等 名

0.110.110.110.100.120.110.110.120.120.110.110.12二小校庭（1.0m）

0.110.110.120.110.110.110.110.120.110.120.120.12二小校庭（0.5m）

0.120.11一中校庭（1.0m）

0.120.11一中校庭（0.5m）

0.090.09一保所庭（1.0m）

0.090.09一保所庭（0.5m）

0.060.06一保砂場（5cm）

0.110.12四保所庭（1.0m）

0.120.12四保所庭（0.5m）

0.060.06四保砂場（5cm）

0.070.07第二多目的運動場（1.0m）

0.070.07第二多目的運動場（0.5m）

0.080.080.070.080.080.080.070.080.070.080.080.08仮設役場前（1.0m）

0.080.070.070.080.090.080.080.080.070.080.080.08仮設役場前（0.5m）

（２）測定方法
　測定は、宮城県から借用した簡易型放射線測定器を使
用し、測定場所において、３分間程度経過後に測定を開
始し、１分間隔で５回の測定値を平均したものです。

女川町女川町におけるにおける空間放射線量率空間放射線量率のの測定結果測定結果
　女川町では、東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の対応として宮城県から簡易型
放射線測定機（株式会社堀場製作所 PA－ 1000）を借用し、定点測定（仮設役場庁舎付近）及び学校、
保育所の校庭、所庭など６カ所１４地点の空間放射線線量率を７月から測定しています。
　測定の方法、結果は以下のとおりです。

（１）測定場所
　被災等により使用していない学校等は対象外としてい
ます。原則として校庭・所庭の中央部を測定場所として、
地上１ｍ及び 50ｃｍの高さで測定します。
　なお、第四保育所の砂場については、地上 5�の高さ
で計測しています。

測 定 頻 度測　定　場　所

毎日測定１ 仮設役場庁舎付近

毎日測定２ 第二小学校校庭

週１回測定３ 第一中学校校庭

週１回測定４ 第一保育所（所庭・砂場）

週１回測定５ 第四保育所（所庭・砂場）

週１回測定６ 第二多目的運動場

○本町においては、最大でも、文部科学省が校内外での屋外活動制限の暫定的な目安としている 3.8 μ
sv/h（年間 20msv）を下回っていました。また、校庭の土壌改良を実施した場合、文部科学省が財政
的支援を講じる基準値である 1μ sv/h についても、すべての施設において下回っていました。なお、
文部科学省では、今年度、学校において児童生徒が受ける線量について、当面、年間 1mSvを目指すと
していますが、時間あたりの線量限度は示されておりません。

測定結果は、おながわ災害ＦＭや女川町公式ウェブサイト［東日本大震災に関する女川町情報発信サイ
ト］、放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」にも掲載しています。

※第一保育所：10月から計測実施
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■【高額介護合算療養費の算定基準額（自己負担限度額）】

　 計算対象期間（Ｈ 22．8．1～Ｈ 23．7．31）

自己負担限度額
保険証の一部負担金

の割合
所得区分※１

６７万円３割現役並み所得者（課税所得額が 145 万円以上の方）

５６万円１割一　　　　　般

３１万円１割区分Ⅱ
住民税非課税世帯※２、３

１９万円１割区分Ⅰ

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度のの高高額額医医療療・・高高額額介介護護合合算算制制度度ににつついいてて
　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担額を軽減する制度です。後期高齢

者医療の一部負担金と介護保険の利用者負担金額の合計が著しく高額の場合、所得状況に応

じた下記の限度額を超えた額が支給されます。支給額の計算は医療保険制度ごとに行います

ので、同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が複数いる場合は、合算して計算します。

　該当する方には、平成 24年 2月中頃にお知らせを送付する予定ですが、次に該当する方は

お知らせが送付されませんので、年間の自己負担限度額が下表の金額を超えると思われる場

合は、役場国保年金係（②番窓口）へご相談ください。

計算対象期間中（平成 22年 8月 1日から平成 23年 7月 31日）に下記に該当する方

　１．新たに後期高齢者医療の被保険者となられた方

　２．死亡された後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

※１　所得区分は、その年度の住民税課税所得によって8月から翌年7月までを1年として判定してい
ます。計算基準日（毎年 7月 31日時点）での世帯の所得状況により計算されますが、資格喪失
された場合は、喪失日が基準日となります。

※２　住民税非課税世帯の区分Ⅱ…住民税非課税世帯
　　　　　　　　　　　　区分Ⅰ…世帯全員の所得が一定以下（年金収入 80万円以下等）
※３　区分Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※４　自己負担限度額を超えた額が 500 円以下の場合は支給対象外となります。
　

　なお、国民健康保険や社会保険に加入されている方についても、同様の制度がありますので、

詳しくは各医療保険者にご確認ください。

東日本大震災で被災された国民健康保険・後期高齢者

医療保険加入者の一部負担金等還付申請について

　一部負担金等の免除に該当する国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者が

医療機関を受診する際は、「免除証明書」の提示が必要です。保険証とあわせて忘れず

に医療機関に提示されますようお願いいたします。

　免除に該当する方が、平成23年3月11日以降免除証明書が交付されるまでの間に、

医療機関に対して一部負担金を支払い、医療機関窓口からの還付（返金）を受けていな

い場合は、各保険者から還付することとなりますので、下記のものを添えて、町民課国

保年金係（②番窓口）で手続きをしてください。（単に “医療機関窓口に提示するのを忘

れた”という理由での還付申請はできませんので、ご注意ください。）

・免除対象者の被保険者証

・印かん

・一部負担金等免除証明書

・領収書

・通帳写し

・代理申請の場合は、代理の方の身分証明書
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鍛え抜かれた心技体を披露

　12月 4日総合体育館を会場に「宮城県

学年別柔道チャンピオン大会」が開催さ

れ、幼児から中学生まで 58団体 783 人

が参加しました。

　大会では、日ごろの練習で鍛え抜かれ

た技の応酬が繰り広げられ、会場内には

チームや家族の大声援が響き渡りました。

　大会後には、世界大会で活躍した山口

香さんと北田典子さんによる柔道教室も

開催されました。

　12月 13 日女川第二小学校の校庭にヘ

リコプターが降り立ちました。出てきた

のは、真っ赤な衣装に白いひげ…やっぱ

りサンタクロース！

　サンタからは、かわいい時計がプレゼ

ントされ、保育所と小学校の児童たちは、

一足早いクリスマス気分を味わいました。

　最後は、ソリならぬヘリの前でサンタ

と一緒に写真をパチリ。サンタさん、ま

た来てね～。

サンタが空からやって来た

米国海軍救難艦が入港

　11月 21 日女川港にアメリカ海軍の救

難艦が入港し、翌 22日と 23 日に一般公

開されました。

　この船は、主に海難救助や消火活動、

海中引揚げ作業に従事するもので、震災

後すぐに日本へ向けて出発し、八戸市や

宮古市で復興活動を行ってきたそうです。

　船長以下乗員の方々からは、日米両国

の友情の証と１日も早い女川の復興を

祈って、手製のキルトが贈られました。

　12月 20 日に栃木県塩谷町の渡辺春夫
観光協会長や旭が丘行政区の皆さんが、
第一保育所でキネとウスによる餅つきを
行いました。
　今や町内でもほとんど見られない光景
に、子どもたちは目を輝かせながら、一
緒になって「ヨイショ！」と大きなかけ
声。
　キネを持っての餅つきでは、その重さ
に悪戦苦闘しながらも、力いっぱいキネ
を振っていました。

力をこめてぺったんこ
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～その１～　仮設住宅の地デジ対策工事を実施します
　仮設住宅にお住いの方で地デジ電波を受信できないため、暫定衛星対応で首都圏の番組

をご覧いただいている世帯への地デジ移行は、女川町で工事を実施し、２月末頃までに対

策を完了する予定です。（地デジ受信後は、現在の暫定衛星設備（パラボナアンテナ）は撤

去になります。）

　なお、対象仮設住宅には、工事実施前に、別途お知らせチラシを配布いたします。

～その２～　毎週月曜日に地デジ相談会を開催します
　宮城県のアナログ放送は、平成 24年 3月 31日で終了いたします。

　地デジの準備ができていない方やお困りの方は、女川町役場町民の部屋で毎週月曜日に

デジサポ宮城による「地デジ相談会」を開催いたしますので、お気軽にご相談ください。

対象仮設住宅：石巻バイパス、宮ヶ崎、桐ヶ崎、指ヶ浜、高白浜、横浦北、大石原浜、
野々浜、塚浜、小屋取①②、出島町営グラウンド

問合せ先　電話　54-3131
　　　　　地デジ関係：役場　企画課（内線 223）
　　　　　工事関係：役場　建設課（内線 155）

日　時　毎週月曜日　9：30 ～ 16：00　※祝日を除く
場　所　役場仮設庁舎　町民の部屋
　　
※電話でのご相談はデジサポまで
デジサポ宮城　電話　022-745-1500
受 付 時 間　平日　9：00 ～ 20：00　　土日祝日　9：00 ～ 18：00

せせせせせせせせせせせららららららららららら知知知知知知知知知知知おおおおおおおおおおおののののののののののの送送送送送送送送送送送放放放放放放放放放放放ルルルルルルルルルルルタタタタタタタタタタタジジジジジジジジジジジデデデデデデデデデデデ上上上上上上上上上上上地地地地地地地地地地地
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広報　おながわ　１月号
編集・発行

〒 986�2261　宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原３１６

女川町役場仮設庁舎総務課広報広聴係　�０２２５�５４�３１３１

ホームページ「宮城県女川町東日本大震災に関する最新情報提供ページ」

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

女川町暮らしの情報モバイルサイト

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/　　（ＱＲコード）

����� ごみの収集 １月～２月 �����
※ 燃やせるごみの収集日は、次の地区ごとにカレンダーで色分けしています。

大沢・浦宿・針浜・上区・西区・小乗・高白・五部浦（各地区の仮設住宅含む）薄い黒の日

旭が丘・女川・大原・清水・宮ヶ崎・石浜・北浦・出島・寺間（各地区の仮設住宅含む）・
石巻市内の仮設住宅

濃い黒の日

・江島地区の燃やせるごみは、１月４日（水）以外は月曜日と金曜日に運搬します。

※缶類の日に収集するものの種類
　缶・乾電池・鍋・釜・やかんなどの金属類・びん・ペットボトル

※古紙類の日に収集するものの種類
段ボール・新聞紙・雑誌・雑紙・プラスチック製容器包装・白色トレイ・発泡スチロール・
紙パック・布類・剪定枝・廃食油・燃やせないごみ（セトモノ・ガラス・ポット・傘・蛍光
管・電球・ラジカセなど）

※離島地区（出島・寺間・江島）の資源ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの運搬日は、区長さんを通じてお知

らせします。

１　月
土金木水火月日

7654321

141312111098

21201918171615

28272625242322

313029

粗大
ごみ

古紙類
の日

缶類の日収集地区

56・2017大 沢 ・ 浦 宿

111813・27針浜・上区・西区

2516・3016・30小 乗・高 白・
五 部 浦

181912旭が丘・石巻市内
の 仮 設 住 宅

1211・265・25女川・清水・大原
・石浜・宮ヶ崎

2610・2310・23北 浦 地 区

2　月
土金木水火月日

4321

111098765

18171615141312

25242322212019

29282726

粗大
ごみ

古紙類
の日

缶類の日収集地区

17･2114･28大 沢 ・ 浦 宿

83･1710･24針浜・上区・西区

2213･2713･27小 乗・高 白・
五 部 浦

212･161･15･29旭が丘・石巻市内
の 仮 設 住 宅

149･238･22女川・清水・大原
・石浜・宮ヶ崎

285･195･19北 浦 地 区
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